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調整の対象＝以下①～⑥の要件をすべて満たすもの

① 高齢（おおむね６５歳以上）又は身体障害，知的障害若しくは精神障害があること
② 釈放後の住居がないこと
③ 福祉サービス等を受ける必要があると認められること
④ 円滑な社会復帰のために特別調整の対象とすることが相当と認められること
⑤ 特別調整を希望していること
⑥ 個人情報の提供に同意していること
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